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第 13 回 EU AI Act 以降の動向  

(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁

護士 中崎 尚) 

 

1. EU AI 規則の適用開始に向けた動向 

 

EU AI Act は、昨年 8 月に施行が始まりました。今年の 2 月 2 日には第 1 段階とし

て、禁止 AI の適用がスタートし、8 月 2 日からは、General-Purpose AI モデル、一般

目的 AI や汎用目的 AI などと訳し、そのモデルに対する規制が開始されました。 
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今年の 2 月から禁止 AI の適用が始まるため、何が禁止 AI に該当するのかについて、

詳しいガイドラインや解説、例示を含む文書を作成する必要があります。 

 

EU の AI 規則は、AI システムを中心に据え、禁止 AI やハイリスク AI などに分類し

て規制を行っています。しかし、AI システムの定義をより精緻化すべきとの声があり、

現在その作業が進行中です。 
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 実際の文書には、AI システムの定義の中で、ファクターの重要性や必要な解説につ

いて詳しく質問しています。これに対し、様々な機関、組織、民間団体から多くの見

解が示されました。パブリックコメントの募集は昨年 12 月 11 日に終了しており、そ

の結果を踏まえた文書が 2025 年１月に公表される予定です。 

 もう一つ大きな動きとして、「General-Purpose AI Code of Practice」の策定が進めら

れたことです。このドキュメントは 5 月に完成し、8 月から施行される予定です。策定

は 4 段階に分かれており、すでに第 2 段階のセカンドドラフトまでが作成・公表され

ています。さらに、これに関する Q&A も随時アップデートされ、すでに公開されてい

ます。 

 四点目に記載している EDPB は、ヨーロッパのデータ保護当局のトップ機関です。

昨年 12 月半ばに、GDPR と AI の関係性を整備するための「Opinion on AI models」

という詳細な文書が公表されています。今年 2 月の第 1 段階の施行に向けて、EU 内で

の動きが活発になっています。また、EU 加盟国レベルでも、加盟国国内法の法制化が

進められており、ルクセンブルクでは既に法律が制定されそうです。 

 

 AI 規則の発行後、いくつかの裁判や行政機関の動きがありました。一つは LAION

事件で、ドイツのハンブルク地方裁判所が LMM 用の学習用データセットに関する著
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作権侵害訴訟においてデータ収集を適法だと判断しました。もう一つは、イタリアの

データ保護当局の動きです。一昨年の 3 月に OpenAI に対して、一時的なサービス停

止を命じことで世界的に注目を集めました。その後の調査で違反があり、2024 年 12

月 20 日に 1500 万ユーロの制裁金を課されることが発表されました。 

 

 一つ目に、AI システムの定義自体は、資料に明確に定められています。 

 

その補足説明もこの 12 条全文、リサイタルの 12 項で、詳しく記載されています。 
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この 12 項を踏まえて、当局は 7 つのファクターに整理しました。3 条 1 項の条文を

分解したものの各要素についてどれだけ重要視すべきかを問うアンケートが行われま

した。10 段階評価で 1 から 10 までで答える形式です。これを踏まえて、どのような

解説が必要かについて様々な提案が寄せられ、2025 年 3 月 6 日、詳細なガイドライン

が EU の当局から公表されました。 
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 また、一例として、ELI（ヨーロッパの非営利団体）は学術的な機関に近い立場から

コメントを出しています。例えば、「機械ベースのシステム」に関するコメントでは、

「機械」という用語に定義がないことを問題視しています。例えば、人工的に作られ

た生物学的システムが除外されるのか不明確であるため、これが問題になると指摘し

ています。 

 

同じ ELI のコメントで、「物理的に一体化されていない AI システムはどう評価すべ

きか」という問題提起があります。特に医療に関関する指摘で、AI システムの特性を

満たす構成要素のみが「AI システム」として分類されるべきかを議論しています。例

えば、ソフトウェア製品の場合は、AI としての適格なコンポーネントとそうでない部

分を区別するのは難しい場合が多いです。これにより、区別できる部分だけが AI シス

テムとして規制の対象になるべきではないかと主張しています。 
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 このような話が出てくる背景には、前文 12 項の「AI systems can be used on a stand-

alone basis or as a component of a product」という表現があります。「irrespective」で、

物理的に「integrated」されているかどうか関係なく使用できるため、「non-embedded」

の分類がどこまで適応されるのかが疑問視されていることは、ELI から指摘されてい

ます。 

 しかし、このコメントを当局がどれだけ正面から取り上げるのかはまだ不明です。

このようなコメントがあったことを踏まえ、「AI システム」という概念自体が EU 内で

まだ不明確な部分があります。 
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 もう一つの禁止 AI についても、パブコメの募集がありました。このスライドでは禁

止 AI の条文をそのまま抜粋しています。2025 年 2 月 4 日にガイドラインが公表され

ました。 

 

ここでは、当局から示されているガイドライン案（当時）の構成を書いております。 

 一つは、禁止する理由です。何が禁止対象で、何が対象外なのか、例外取り扱いに

ついても定める必要があります。もう一つは、他の EU の法律との絡みを、ガイドラ
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インでこれが明確になると事業者にとって助かる。しかし、2025 年 2 月から既に適用

されているため、今頃出てきても、事業者としては直ちに対応を求められる状況にな

り、非常に厳しいと考えています。 

 

 「General-Purpose AI Code of Practice」は AI 規則の 56 条に基づくもので、Code of 

Practice は実施規範と訳します。EU の AI Office は、実施規範の策定を奨励・促進す

る任務を負っています。企業には、この実施規範を重視し、コンプライアンスを守り、

AI 規則を遵守していることをアピールできます。また、他にもいくつかのメリットが

あります。 
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2. General-Purpose AI Code of Practice に向けた動向 

 

 最終版の公表は 2025 年 5 月に予定されており、実際には 8 月から適用が開始されま

す。2025 年 1 月現在、第 2 版のドラフトが出てきており、企業はそれに基づいて適用

の準備を開始せざるを得ない状況です。実施規範自体は、規則の中の 53、55、56 条に

関係する内容が記載されています。以下のスライドは第 2 版を踏まえています。 

 

遵守のポイントとしては、技術文書を適切に用意すること、透明性を確保すること、

著作権を遵守することが記載されています。 
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 第 53 条には、報告とアクセシビリティの確保が必要であるが記載されています。 

 

 第 55 条には、リスクマネジメントとセーフティーフレームワークについて記載され

ています。その中で、システミック・リスクの特定、リスクの重大性と確率に比例し

たセーフガードと対策の実施、継続的なモニタリングの必要性が述べられています。 



 524 

 

 第 56 条には、会社側のガバナンスが記載されています。経営陣やマネジメント、取

締役会レベルの責任や高層部がリスクを負っていることを明確化必要があります。も

う一つは、実施規範です。実施規範の遵守が AI 法遵守の推定を立証できます。この推

定は企業の負担が大幅に軽減するため、実施規範の内容は企業にとって重要でありま

す。  
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3. EDPB Opinion 

 

 EDPB（欧州データ保護会議）は AI システムが規則と同時に一般データ保護規則

（GDPR）の対象にもなることを注意喚起する内容のオピニオンを出しました。 

 GDPR と AI 規則の関係については、ドイツでは州ごとにデータ保護当局があり、昨

年 7 月、ハンブルク州のデータ保護当局がディスカッションペーパーを公表しました。

LLM に関するデータは匿名化されているため、GDPR で定めている権利者、データサ

ブジェクト、データ主体が持つ各種の権利行使は基本的には必要ないと記載されてい

ます。 

 ディスカッションペーパーが公表された当時、多く論争が巻き起こり、特にデータ

保護やプライバシーの専門家などから強い反対意見が出されました。検討事項では以

下の五つが挙げられています。一つ目は、AI モデルの中で個人データは匿名化されて

いるかどうかです。二つ目は、GDPR に基づき個人データを取り扱いには法的根拠が

必要であり、AI モデルでそれが正当な利益として説明ができるのかという話です。 
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どのように証明すべきか、もし証明が不十分であれば個人データが違法に処理され

ていたことになります。⑤は AI モデルの処理や運用に影響するのかどうか点です。 
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①については、モデルが匿名であるためにはケース・バイ・ケースの評価が必要

であり、個人データがモデルのパラメーターに残留するリスクがあると述べてい

ます。一つ目は、匿名化技術に関するモデル作成にデータが使用された個人を、

直接的または間接的に特定する可能性が極めて低いと言えるかどうかという話と、

クエリを通じて、モデルからそのような個人データを抽出する可能性が極めて低

いと言えるか、ということです。もう一つは、匿名性を証明する方法のリストに

従うことで、匿名化が達成されると見なされる、ということです。 

 

②③については、一般的な正当な利益に基づくといえるかということです。その

ため、結論を明確に示すというよりも、議論の余地があることを示唆しているよ

うに思います。また、最終的に各国のデータ保護当局が判断するものだと述べら

れているため、明確な答えが出たわけではないと理解しています。さらに、これ

らのドキュメントは昨年末に出たばかりであり、2025 年 1 月時点では、まだ十

分に検討が進められていないのが現状です。 
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4. DSM 著作権指令と LAION Case 

 

 ヨーロッパでは DMS 指令が各国で国内法化されています。「Text and Data Mining 

Exception」の 3 条と 4 条に、LAION 事件は 3 条に関係します。 

 

これを踏まえて、ドイツでは著作権法の第 60d 条第 1 項として法制化されました。 
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LAION のケースは、ハンブルクの地方裁判所が出した判決に関するものです。写真家

ロバートさんの写真が、彼の許可なく LAION-5B というデータセットに使用されたこ

とが問題視されました。LAION は非営利団体で、LAION-5B は同団体が提供するデー

タセットです。このデータは、もともとアメリカの非営利組織 Common Crawl が収集

したものに基づいています。 

 LAION は直接データや画像をダウンロードせず、複製もしていません。しかし、デ

ータセットの正確性を改善するために、ハイパーリンクを保持し、リンクの正確性を

確認していました。これに対して、写真家ロバートさんは自身の写真の著作権が侵害

されたとして提訴しました。 
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 ドイツでは、DMS 指令の Text and Data Mining の例外を 60d（1）で国内法化して

います。これは資料内の太字で示されています。 

 

（1）で、Text and data mining の定義があり、オプトアウトが可能です。権利者が

明確にノーと言わない限り許可されると記載されています。そして、著作権法 44b 条

にオプトアウトはマシンリーダブルなフォーマットで明示される必要があると記載さ

れています。 
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実際の裁判では、科学研究目的として認められるかどうかが問題となりました。特に、

AI 学習用データセットの作成が科学研究に含まれるかどうかが争点でした。裁判所は、

新しい知識の獲得を目指す体系的な活動であれば十分であり、データセットを使って

LLM の開発を行うことも科学研究に含まれると判断しました。 

 データセットを無償で公開していることが非営利性を示すポイントになると指摘し

ました。商業企業がそのデータセットを利用する可能性はあるが、それによって、遡

及的に LAION の活動に営利性があるという話にはならないと判断しました。 
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非営利性の判断について、EU 情報社会指令のリサイタルナンバー42 を参照し、組

織の構造や資金調達方法ではなく、活動自体の性質に基づいて判断すべきことも明ら

かにしました。 

 

 今回のこの LAION の事例では、ウェブサイト上に自然言語でオプトアウトの方法が

記載されています。これがマシンリーダブルかが争点の一つになりましたが、裁判所

は、現代の AI 技術であれば自然言語の利用規約も機械が理解できるはずだとしてマシ

ンリーダブルであるという被告の主張を認めました。ただ、これには批判もあるよう
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です。また、裁判所は、AI ウェブスクレイピングと従来型のデータマイニングを区別

する必要はなく、最終的には著作権の権利制限の範囲内で十分に収まるとしました。

この点も、今回の LAION ケースが世界的に注目される理由の一つとなっています。 

 

 「DMS 指令第 4 条 3 項に基づく権利者の利用制限を遵守するための戦略構築を義務

付けている」という点について、裁判所は非常に整合性が取れていると評価している

ようです。「この規定の存在自体が、EU の立法者が AI トレーニングのためのデータセ

ット作成をテキスト・データマイニングの範囲内と考えていることの証拠であると解

釈した」のことです。 

 この点が問題となっている理由は、欧州の加盟国の間で意見が分かれていた時期が

あったためです。これはあくまでハンブルクの地方裁判所の判断であり、その影響が

どれほど広がるかは不明です。例えば、2024 年の 2 月にポーランドの著作権関係当局

の人物がブログで、データセットの作成はテキスト・データマイニングの範囲内に含

まれないと述べました。その理由として、当時の立法の過程では AI による権利侵害の

影響の大きさが十分に考慮されていなかったからだと原告が主張し、裁判ではこの問

題も争点になりました。 
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5. イタリアのデータ保護当局の動向 

 

 もう一つ大きな動きとして、イタリアのデータ保護当局 Garante とイタリアのメデ

ィアコングロマリットである Gedi グループとの間で紛争が起きています。 

 昨年 9 月、Gedi グループは OpenAI とニュースアーカイブへのアクセスとデータ提

供に関するライセンス契約を結びました。しかし、これに対してイタリアのデータ保

護当局である Garante が反応し、調査を開始しました。 

 

 この契約には多くの写真や個人名が含まれており、個人データと見なされるためで

す。そのため、イタリアのデータ保護当局は、このライセンス契約が「潜在的に違法」
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であり、「基本的なデータ保護義務」や「権利」が守られていないと指摘しています。

現在、この問題についての続報はありませんが、当局は問題視していることが明らか

です。 

 

 イタリアの当局は 2023 年の 3 月に OpenAI に一時的に ChatGPT のサービス停止を

命じ、その後調査を続行しました。2024 年 5 月に、EDPB が「Report of the work 

undertaken by the ChatGPT Taskforce」という、各国の調査状況をまとめた初期報告

を公表しました。これを踏まえ、2024 年 12 月に Garante は OpenAI に対して 1500 万

ユーロ（約 24 億円）の制裁金を課しました。OpenAI はこの決定に対して争う姿勢を

見せています。欧州では著作権や個人情報保護に関して、生成 AI の大手デベロッパー

に対して厳しい姿勢が見られるようです。 
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6. 韓国 AI 基本法の制定 

 

 韓国では、2024 年 12 月 26 日に AI 基本法が議会で可決され、2025 年 1 月に正式に

成立しました。2026 年 1 月から施行されるまでの、1 年間の待機期間内に下位規則や

ガイドラインが整備される予定です。 

 

基本法は、禁止 AI、高リスク AI、生成 AI を規制対象として定義され、事業者の義

務等を規定します。 
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 韓国の特徴は、EU よりもイノベーションに重点を置いた戦略を強調している点です。

しかし、倫理についてまったく触れないわけではなく、EU と比較すると全面的な禁止

は少ないようです。そのため、韓国は AI をビジネスとして推進したいと考えているよ

うです。 

 

 韓国の AI 基本法は、イノベーションの推進を国家戦略として取り込んでいます。規

制範囲には域外適用の条項もありますが、主に国内向け、国としての競争力を強化し
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ようとしています。また、韓国の特徴として、明確な禁止規定は設けず、倫理基準で

対処しようとする点が挙げられます。 

 

ガバナンスに関しても、EU は規制機関による分散型を採用し、AI に関してもいく

つか監督機関があるのに対し、韓国は国会 AI 委員会を設立し、中央集権型体制を確立

しています。対象産業については、EU は医療や高リスク分野を対象に対して、韓国の

製造業やスマートシティの戦略的産業を重視しています。 

 

 AI 基本法における AI システムは、「高影響度人工知能」と「生成型人工知能」の二

つに分類されます。2 条 4 項の高影響度人工知能の「人の生命、身体の安全及び基本権

のいずれかに影響を及ぼしたり、危険をもたらすおそれのある人工知能システム」と
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いう定義は、EU のハイリスク AI に近いものです。例えば、医療機器法やデジタル医

療製品法に基づく医療機器の開発と利用に関する AI は、高影響度人工知能として規制

されます。 

 

そのため、企業はこれらの規定に対して適切なコンプライアンスを確保する必要があ

ります。 

 

 次は、域外適用と罰則です。4 条では「この法律は、国外で行われた行為であって

も、国内市場又は利用者に影響を及ぼす場合には適用する」と記載されています。ま


